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Ｈ２０ 旧司法試験 
民法 第１問 

Ａは，工作機械（以下「本件機械」という。）をＢに代金３０００万円で売却して，

引き渡した。この契約において，代金は後日支払われることとされていた。本件機械

の引渡しを受けたＢは，Ｃに対して，本件機械を期間１年，賃料月額１００万円で賃

貸し，引き渡した。この事案について，以下の問いに答えよ。  

１ その後，Ｂが代金を支払わないので，Ａは，債務不履行を理由にＢとの契約を

解除した。この場合における，ＡＣ間の法律関係について論ぜよ。 

２ ＡがＢとの契約を解除する前に，Ｂは，Ｃに対する契約当初から１年分の賃料

債権をＤに譲渡し，ＢはＣに対し，確定日付ある証書によってその旨を通知して

いた。この場合において，ＡがＢとの契約を解除したときの，ＡＣ間，ＣＤ間の

各法律関係について論ぜよ。 
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解説 

１ 設問１について 

⑴ 545 条１項ただし書の「第三者」 

Ａの債務不履行解除に対して，Ｃは 545条１項ただし書の「第三者」に

当たると反論するだろう。 

同項ただし書の「第三者」とは，解除前の第三者を意味し，また主観的

要件は問わないとするのが通説である。 

さらに，第三者には登記の具備を要求するのが判例である（大半大

10.5.17）。この登記の意味については，対抗要件説と権利保護要件説が対

立しているが，一般に判例は前者に立場に立つと解されている。 

ただ，いずれにしても結論は変わらないと指摘される（もっとも，下記

のように，ここで対抗要件説を取らない限り，「復帰的物権変動に伴って

賃貸人たる地位が移転した」との説明は難しくなる）。 

⑵ 動産賃貸借の対抗力 

ア 対抗力肯定説と否定説 

もっとも，本問では，さらに検討すべきことがある。そもそも動産賃

貸借には対抗力を認めないという立場があり得るからである。 

例えば，甲が乙に対して動産を賃貸していたところ，これを丙に譲渡

したという事案において，判例は，乙丙間の関係を 178 条の「引渡し」

によって決するとする（大判大 4.2.2，大判大 8.10.16。具体的には，

指図による占有移転（184）が必要となる）。通説は，誰に目的物を返還

すべきかについて賃借人は重大な利害関係を有するとして，この結論を

支持する。 

これに対して，物権化が認められない（605条等参照）動産賃借権に

ついてはそもそも対抗力を認めない（対抗問題とはならない）という立

場もある。確かに，目的物返還の相手方については重大な利害関係を有

するが，それは所有者を確認すればよいだけのことであり，対抗力を肯

定する（対抗問題とする）理由にはならない。 

仮に，動産賃借権の対抗力を認めるとすると，「引渡し」（178条）が

認められる本件では，ＣはＡに賃借権を対抗することができることにな

る。したがって，ＡのＣに対する本件機械の引渡請求は認められない。

対抗力を否定すると考えると，ＡはＣに対して，目的物の引渡請求をす

ることができる。 

イ 権利保護要件説からの処理 

一方で，権利保護要件説に立った場合でも，対抗要件と権利保護要件

は，備えるべき要件としては，同様であると考えられていることからす

ると，結論は対抗要件説と同様となる。 

ウ 対抗力肯定説からの処理 

対抗力を肯定した場合には，Ａは，解除に伴い，賃貸人たる地位を取

得したとして，賃料請求をするだろう。 

ここで，対抗要件説からは，復帰的物権変動に伴って賃貸人たる地位

を取得したとを説明できるが，権利保護要件説に立った場合には，復帰
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的物権変動を理論的前提としないから，このような説明によることが難

しくなる。 

⑶ 賃料相当額の請求 

対抗力を否定し，ＡのＣに対する本件機械の引渡請求を認めた場合，賃

料相当額の不当利得返還請求も問題となる（703，704）。 

もっとも，Ｃは，仮に代金未払いの事実を知っていたとしても，代金が

支払われるのが原則であり，自己が正当な賃借人であると信じることはや

むを得ないから，善意者として果実収取をすることができるだろう（189

Ⅰ）。 

 

※ 以下，議論が複雑化することを避けるため，解答例が依拠する対抗力否定説

によって検討することとする。 

 

２ 設問２について 

⑴ ＡＣ間の法律関係について 

対抗力否定説による限り，ＡはＣに対して本件機械の返還請求をするこ

とができるという結論になる。 

もっとも，設問２では，契約当初から１年分の賃料債権（以下「本件賃

料債権」という。）をＤに譲渡している。この場合において，Ａの上記請求

を認めてしまうとＣに酷にすぎるという利益衡量がはたらく。 

しかし，下記のように，ＤのＣに対する請求は認められないのであるか

ら，ＡのＣに対する請求は小問１と同様認められるべきである。 

⑵ ＣＤ間の法律関係について 

ア Ｄの請求の法的根拠 

Ｄとしては，当然Ｂから譲り受けた本件賃料債権の履行を求めること

になるだろう。この点について一応将来債権譲渡の可否が問題となるが，

判例は原則としてこれを認めている（最判平 11.1.29）。なお，判例は，

将来債権譲渡について，発生前に対抗要件を備えることは可能であると

している（大判昭 9.12.28）。 

イ Ｃの反論 

これに対して，Ｃは，Ａが契約を解除し，遅くとも本件機械を返還し

た時点で（なお，厳密にいうと，ＡがＣに対して本件機械の返還請求を

した時点なのか，実際にＣがＡに対して返還した時点なのかという問題

はありうる），ＢのＣに対する本件機械を貸す債務は履行不能となり，

Ｃの賃料債務は消滅すると反論するだろう（468Ⅱ）。 

この点に関して，ＢがＤに対して本件賃料債権を譲渡した時点では，

ＡはＢとの売買契約を解除していないものの，抗弁権発生の基礎となる

事由も「事由」に含まれると解するのが判例である（最判昭 42.10.27参

照）から，このＣの反論は認められる。 

ウ Ｄの再反論 

これに対して，Ｄは 545条１項ただし書の「第三者」であると再反論

することが考えられる。 

この点に関して判例は，第三者とは，「特別なる原因に基き双務契約

の一方の債権者より其受けたる給付に付き或権利を取得したる者」（大
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判明 42.5.14）をいうとし，解除によって消滅する債権そのものの譲受

人は「第三者」に当たらないとしている（大判大 7.9.25）。 

ただし，Ｄは，「解除によって消滅する債権そのものの譲受人」では

なく，解除によって消滅する契約関係から派生的に消滅する債権の譲受

人である。そこで，上記大正７年判決の射程が及ばないのではないかが

問題となるが，明治 42 年判決は，第三者を「双務契約の一方の債権者

より其受けたる給付に付き或権利を取得したる者」と定義しており，Ｄ

はこれに当たらない。実質的に言っても，平成 11 年判決が示唆するよ

うに，将来債権譲渡の譲受人は，譲渡人に対する責任追及で満足すべき

である。 

したがって，Ｄは「第三者」には当たらない。 

エ 結論 

よって，ＤのＣに対する請求は認められない。 
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出題の趣旨 

小問１は，解除の効果と「第三者」（民法第５４５条第１項ただし書）の意義・要件，動産賃借権の対抗

力の有無とその根拠，対抗力の有無から導かれる解除者と第三者との関係及び解除者が権利を主張するた

めの要件などを論じさせ，基本的知識とその応用力を試すものである。小問２は，債権譲渡の有効性と対

抗要件に関する基礎的理解を前提としつつ，債権譲渡が小問１の帰結に影響を及ぼすか否かについて，前

記「第三者」や民法第４６８条第２項の「事由」等との関係を検討させ，基本的知識に加え，論理的思考

力及び判断能力を問うものである。 
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第１ 設問１について 

１ ＡはＣに対して所有権に基づく物権的返還請求として本件

機械の引渡請求をすることが考えられる。これに対して，Ｃと

しては，ＡＢ間の売買契約による所有権喪失の抗弁を主張する

ものの，Ａがこれを解除していることから奏功しない（５４５

条１項本文）。そこで，Ｃとしては，同条項ただし書の「第三

者」に当たると主張して，上記請求を拒むことが考えられると

ころ，「第三者」の意義，保護要件についていかに解すべきか。 

２ 解除制度の趣旨は，債務不履行をされた債権者を契約関係か

ら開放する点にあるから，解除の効果は遡及的無効であると解

するのが素直である。そうすると，５４５条１項ただし書は，

解除の遡及効から「第三者」を保護することを目的とする規定

であり，「第三者」とは解除された契約から生じた法律効果を

基礎として解除までに新たな利害関係を取得した者，すなわ

ち，解除前の第三者のみであると解すべきである。 

次に，「第三者」の主観的保護要件は問うべきではない。条

文上善意であることは要求されていないし，また，実質的に考

えても，解除原因が存在しても，必ずしも解除されるとは限ら

ない以上，解除原因について悪意の者も十分保護に値するか

らである。 

しかし，何らの帰責性のない解除権者との利益衡量の観点

から，解除権者と「第三者」は対抗関係に立つものではないも

のの，権利保護要件として対抗力を備えるべきである。 

  本問では，ＣはＡによる売買契約の解除前に，Ｂとの間で賃

貸借契約を結んでいる（６０１条）から，解除された売買契約

から生じた所有権の移転という法的効果を基礎として解除ま

でに新たな利害関係を取得した者といえる。 

  もっとも，動産賃借権には対抗力が認められない（６０５条

参照）。したがって，対抗力を備えることができない。 

  よって，Ｃが「第三者」として保護されることはなく，Ａの

Ｃに対する本件機械の引渡請求は認められる。 

３ また，ＡはＣに対して，引渡前の賃料相当額の不当利得返還

請求（７０３条，７０４条）をすることも考えられる。 

  もっとも，Ｃが，仮にＢの代金未払いの事実を知っていたと

しても，代金が支払われるのが原則であり，自己が正当な賃借

人であると信じることはやむを得ないから，善意者として果実

収取をすることができる（１８９条１項）。 

第２ 設問２について 

１ ＡＣ間の法律関係 

  上記のように，ＡはＣに対して本件機械の返還請求をするこ

とができる。 

  もっとも，本設問では，契約当初から１年分の賃料債権（以

下「本件賃料債権」という。）をＤに譲渡している。この場合

において，Ａの上記請求を認めてしまうとＣに酷にすぎるとも

思える。しかし，下記のように，ＤのＣに対する請求は認めら

れないのであるから，ＡのＣに対する請求は前設問と同様認め

答案 
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は，ＡはＢとの売買契約を解除していない。そこで，同条項

における「事由」に当たらないとも考えられるが，債権譲渡

によって債務者を不利な地位に置くことは許されないから，

「事由」とは，抗弁権発生の基礎事由まで含むと解すべきで

あり，Ｂの売買代金債務の未履行はこれに当たる。 

   したがって，Ｃの反論は認められる。 

 ⑶ これに対して，Ｄは，債権譲渡における第三者対抗要件を

備えており，自己が５４５条１項ただし書の「第三者」に当

たると再反論するだろう。 

   しかし，上記のように，「第三者」とは，解除された契約

から生じた法律効果を基礎として解除までに新たな利害関

係を取得した者を指すところ，ＤはＡＢ間の売買契約に基づ

く効果を基礎として新たに利害関係を取得した者でなく，こ

れに当たらない。実質的にみても，将来債権譲渡の譲受人は，

譲渡人に対する責任追及で満足すべきである。 

   したがって，Ｄは「第三者」に当たらないから，Ｄの上記

再反論は認められない。 

 ⑷ よって，ＤのＣに対する上記請求も認められない。 

以 上 

られるべきである。 

  なお，賃料相当額の不当利得返還請求についても前設問と同

様である。 

２ ＣＤ間の法律関係 

 ⑴ Ｄとしては，Ｂから譲り受けた本件賃料債権の履行を求め

るだろう。本件賃料債権の譲渡契約は，将来発生する債権を

目的とするものの，将来債権の譲受人は，債権不発生の責任

を譲渡人に対して追及することができるから，契約が公序良

俗に反する（９０条）などの特段の事情がない限り，有効で

あると解すべきである。 

   本問では，本件賃料債権は契約当初から１年間の間に発生

したものに限定されており，上記特段の事情はなく，Ｄは有

効に債権を取得している。なお，将来発生する債権であって

も，発生前に対抗要件具備を否定する理由はないから，Ｂが

Ｃに対して（確定日付ある証書によって）通知をしている以

上，債務者対抗要件の具備は認められる（４６７条１項）。 

 ⑵ これに対して，Ｃは，Ａが契約を解除し，遅くとも本件機

械を返還した時点で，ＢのＣに対する本件機械を貸す債務は

履行不能となり，Ｃの賃料債務は消滅すると反論するだろう

（４６８条２項）。賃貸借契約のような継続的契約において

は，法律関係の複雑化を避けるべく，解除を待たずに履行不

能によって当然終了すると解すべきだからである。 

   もっとも，ＢがＤに対して本件賃料債権を譲渡した時点で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


